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ドイツにおける最初の国民所得と

階級構成の研究

L. Krugの「プロイセンの国民的富にかんする考察J (1805)一一一

浦田 昌 百十

I 

本稿では私は 19世紀の初頭のプロイセンにおける LeopoldKrug (1770一一

1843)の国富と国民所得にかんする統計的研究を紹介考察することにする。 L.

Krugは，最初のプロイセ Y統計局 (18侃年設置)の中心人物であり. 1835年ま

でプロイセ Yの官庁統計の第一線の担当者であった九 そしてプロイセン統計

局のこの最初の設立にあたって，本稿で主にとりあげる彼の「プロイセン国家

白国民的富およびその住民の福祉にかんする考察J"(以下「考察」と略す)が重

要な契機となったとされている。 と乙ろが， 乙の Krugの研究そのものにか

んしては，最近の統計学史研究や国民所得推計史の研究においてあまり注目さ

れていない様である九

私がここで Krugをとりあげたのは 1つには， ドイツでの最初の体系的

1) Krugの伝記については， Inama-Sternegg， Johann L田 poldKrug， Allgemeine Deutsche 
Bi，俗~aÞhie. Bd. 17， 18田(19閉)， S. 21fi-219事照.

2) L. Krug， Betrachtungen uber den NatwnaιReichtum des Preusischen Staats， und 
品 e1"den W ohlstand seiner B.四~恥wr， 2 Th.， Bcrlin 1805. 

3) Krug iV著作および参考文献については， C. Meitzel， Le叩oldKrug， Hand:μ orterbuch 

der Staatsτ叫 'ssenschaft，4. Auf!， 1952， Bd. 6.参照， r杭計学J者として0)Krugについて
の研究は見当らないように思われる。その国民所得，国富の研究については， P. J05tock. Von 

den ersten Volkseinkommenrechmmgen bis z-ur volkswirtschaftlichen Gesamt旧 chnung.

in: Allg. st.叫 ist.Archiv. Bd. 36. 1952， S. 130旺 にドイツ最初の国民所得推計と Lて言及
されており，また M.B. KOJlTaHOB， Haqu刀叫品刷ulj(axod， MocKBa， 1959， c'甲ー 46-48に
は「フイジオクラートたもの国民所得理論の師匠正と Lて，一定の歴史的輿障がある」として
KruB"の推計が引用されている.
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な国民所得， 国富の推計"を， 国民経済計算の歴史田中で位置づ円るというこ

とであるが，同時に. ドイツ国状学派統計学の19世紀初頭における発展，とり

わけ Schlozer が強調した官庁統計との結合のプロイヒ Y における具体化の一

つの姿を K四 g の中に求めようとしたからであった。 Krugの「考察」は，

Schlozerの「理論J (1804)にわずか 1年おくれてあらわれたのである九

L. Krugは， ドイツにおける重農学派の経済学者の 1人と数えられると共

に，また Smithの理論の影響をうけた 1人であるとも評価されているが， 本

稿では，彼の経済理論や政策論にかんしては，国民所得の研究にかかわるかぎ

りでふれるにとどめる。さらにまた Krugの文献の史料批判的考察も私の能

力にあまるものである。

Krugには多数町著書，論文があるが，ここで参照しえたのは，前出の「考

察」のほかに， r経済的統計学試論J"(以下「試論」と略す)， r国家経済学概要J7}

(以下「概要」と略す〕の二著である。 以下， 本稿の目的からして r考察Jを

中心に検討することにする。

11 

プロイセ Y の国民所得と国富の推計，およびその分配にかんする考察を含ん

だ，合計1，200頁をこえる二冊本， rプロイセン国家の国民的富にかんする考祭J"

4) ドイツにおける国民所得計算の第2の試みは， C. F. W. Dieterici， Der Volkswohl~tand im 
Preusischen Staate， 1846であるという。 P.Jostock. ibid.， p. 131参照。

日制1稿， A. L. Schlozerの抗計思想， r岡山入学経済学雑誌」第3巻第1号， 16-19ペ ジ書照@
6) L. Krug， ]，ゐenzu einer staatswirlhschaftlichen Statistik， Berlin 1807本書の章別は，

I土地[とその生産物)， n人口， m建物動産とその価値， IV国民貰産と国民所得， y州の
区分と特殊 i都市〕統計，V1国家施設，vn.財政， 咽流通と福祉〔主出，消費と貿易ハラン
ス，物価，金融j，である。

7η) L. Kr叩ug.Ah好γ同もis(l晶lerSt臼aa叫必由S凪αk加加o凹開?勿仰2叩omleα世r8晶tαat血

の章別は'序論， 1国民所得または国民資産D発生と増減にたいする政府の作用， n，国家収入
および国家資産の基礎，徴収およひ。保証， m国家収入およひf国家資産の使途，である.

8) 本書申固次は要約すると次のごとくである。序文，序論， [年々 白国民所得， n総収益， m
国民的資本，N 国民所得および純収益の分配， y，国家の三つ0階棋の福祉(本章第1節まで第
1巷)， '，:プロイセソ国家の福祉と国民的富に影響を及ぼす若干の諸問題a
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の執筆の契機について Krugは序文の冒頭で 1さきに出版したプロイセ

ン統計学概要の中の短かい一節へのそのとき約束した三メンタールとして」

こり「 つり国家経済的統計学」を出版すると記している。 ここに出てくる

Abrt~β der neuesten des pr.日J凸'Chen~五'taats， Halle 1804は. Inama~Sternegg 

によれば 1完全に官庁資料から材料を求めたプロイセ Y 閏家の状態の記述の

最初の試みである」といわれる9にこのように「考察」は直接には， プロイセ

ンの統計学 園状学の意味での の一環として執筆されたのであるW)。

しかし同時に「考察」の執筆の内的動機として Krug は，当時のプロイセ

ンにおける経済・財政問題について支配している誤った重商主義的見解や皮相

な認識にたいして，彼の見地からするプロイセン経済の分析を対置しようとい

う意図を明らかにしている (1考察JI. S. ill-N)。彼には，当時の誤った認識の責

任の多くは官房学教育にあり (eb叫 da，S. V.)，同時にあやしげな事実認識にたい

して無力な統計学の責任も大きいと考えられた。 1統計学は材料において非常

に多くのものを得て来た」が，それの「圃家経済的部分についてはまったく立

遅れている。」これについて Krugは「わが国の統計蒐集家たちは，すべての

国家経済的な統計学的情報のねらいと目的，つまり国民のすべての階級があら

ゆる点で全体にたいしてもつ関係， また各階級が他の諸階級にたし、してもっ

ている関係をできるだけ正確に確定するというねらいと目的を忘れ亡いる」

(ebenda， S. XVII)と指摘し，また「このような確実なかっ普遍的な情報の欠如

9) lnama-Sternegg， a. a. 0.， S. 217. Inan"laによれば， Krugは， l-Ialle大学で主に神学を倍
め，ノレーテル教会の伝導師になったが，大学時代から歴史学教授 Krauseと親しく，早〈から，
統計学的研究に興味をもち，1796-18四年にかけて， "Topographisch-stat泊 tisch宮田町'aphisches

羽Torterbuchdes preusischen S阻ates"，13 Bde.を出肱固また， d、著"白berdie Leibei酔 n

schaft der Landbewohner in der p日 usishenStaaten"， 1798によって国王に認められ， 1800 

年に，記録係 (geh.RegIstrator)として任用された。 Krugは， 1考察」の執筆においても，
「総管理府J'"非公開買料の利用を許されただけでなしまた，各省や委員会の長官たちから，
彼の世績による資料の提供をう町たと左を記している (1考寮JL S. X-XIIIl，同時に彼は プ
ロイセンの「圏家行政と結合している多〈の制度を，それらが国民的富ないし国家町福祉に影響
をもつかぎり，科学泊批判に委ねる自由をうけとったJCebellda， S. XIII)とも述べているa

10) 1804年にKrugは Halle大学0)Jakoh韓友と一緒に，雑誌 "Annalender preusischen 
Staatswirthschaft und Statistik“を刊行， プロイセンのいくつかの県の国民所得についての研

究を執筆したロ 1nama，ebenda。また「考察J1. S. 224 f. u. S. 241 f. 1試論JS. 61参照。
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と，生産および流通についての誤った概念とが，今日までわが国の統計学の国

家経済的部分を非常に味気ない，信湿性のない，そして問題のおおいものに終

らせた。 そしてこの科学は国家経済的対象にかんする明瞭な概念な<L.ては

ー死せる数字の堆積にとどまるJ(ebenda， S. 24)とも言っている。かくして

Krugの「考察」は，経済学の概念および階級関係の認識という目標をふまえ

た統計材料の加7亡分析を意図したのだと言いうるのである。

Krugは I考察」の序論において彼のこの研究は「もっぱら国民の経済的

福祉を問題にする」と述べて，経済的福祉あるいは国民の富とは何か，またそ

の指標如何について検討している。彼はまず貧困とは何かと聞い Iある国で

生産的階級および産業的階級 農民身分と市民身分，それらはさらに諸階層

にわかれるーーが，絶えまない活動と緊張した勤勉にもかかわらずただ彼らの

不可欠の需要のために日々必要とするだけしか稼ぎえないような状況にあるり

を見出す場合，かりに，この国の特別な人聞が大きな宮をもっている場合でも，

この国を貧しいとよんでよかろうJ(訪問中， S固めとこたえ， ここから「一国

民の経済的福祉のもっとも疑問の余地のない指標は，明らかに，その国の各個

々の成員がもっ，充分かつ快適な生計を得る手段と力にこれを求めるよとがで

きる」と規定する (ebenda，S. 4)。同時によれは Iある地方の，すべての土地

をもっ巾民および営業を営む市民が， 自己の力で， また自己の資産をもって

(ずなわち普通の言葉では負債なしに〉その営業を営むことができ，その結果

彼らの土地および営業の所得が完全にかれら自身白使用に委ねられているとき，

われわれはこの地方を裕福でくwohlstehend)あるとよびうるJ(ebenda， S. 4-5 

傍点著者〉と説明される ω

ところが， この直接的な指標について Krugは， 当時の統計学が「この対

象のための材料をあまりにも少ししか持っていないし，私もただ個々の断片を

与えうるにすぎない」と述べて Iそのために，私は，私自身の信念によれば

疑問の余地がないわけではなしまたその使用にあたってずっと多くの注意を

要するところの，以下にあげる福祉の諸指標により多く頼らねばならない」と
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いう (ebenda，S固め。乙うして彼は 1ある地方で産出された諸商品の価格J.

「土地の価値J. 1すベてむ土地自純収益の大きさ，ないし小作料J. 1輸出入商

品の{面値J. 1輸出される工場商品および加工生産物の量J. 1貨幣」あるいは

『金と銀の貯えの量」といった個々の指標について検討を加え，その中で「も

し人が一国民の富の確実きを，そしてその国の外部の出来事からの可能なか害

りの独立性を考慮するならば，販売されるものの価格のうちでは，すべての土

地の純収益の大きさ，あるいは小作料の大きさが，争う余地なく富のもっとも

確かな指標であるJ(ebenぬ.S.ιめとする。

ょのようにして 1考察」は，以下にみるように国民の富の指標として，ま

ず「国民所得」の，ついで「純所得J. 1国民資産」の定義と計算から出発する

が，そのさい，つねに，それがどの階級によって生み出され，またどの階級に

よって，享受されるかということが彼の念頭におかれていたし，同時にまた，

それと国家全体の福祉および国家の政策との関連が問われていたのである100

III 

Krugは「国民所得」を規定して，それは「ι四国で年々産出される使用可

能な財貨 (geniesbareGüter) の総~I から成り， なおζれに所与の国の住民が産

業 (lndustrie)によヮて他の諸国民の所得から手に入れる部分が加わるJ (1考

察J!， S. 26) という o ここにいう財貨とは彼り考えでは基本的には土地の生産

物であって. 1流通所得」すなわち「との国において労働およびサーゼスによ

って相互的に獲得される」所得 (ebend.ιS.27)と厳密に区別きれなければなら

ない。それらの差異は「真の所得」のばあい「自然が労働報酬を支払う|のに

たいし，流通所得=1真でない所得」のばあいは「労働報酬が国民所得から支

11) Krugの「考察JO)最終章は，王領地の官官，国家収入(税制〕および輸出工業保護政策につ
いて，彼町それまでの考察をふまえて論究している"彼のそこでm政韓請をさらに展開したもの
カ-1808年の「概要」である.そこでも生産概意など重農学派的な主張が残されているが，参考文
献として， Ques双1ey，Mil-abeau とともに， Stewart， Snuth， Say， Sismondi，そしてドイツ人
では， Loder， Jakob， von Soden， Schlozer， Sartorius， Hufelandの著書があげられている。



ドイツにおける最初の国民所得と階級構成の研究 (167) 3] 

払われる」ということ (euenda，S. 27-28)，またその結果として，真の所得には

「自然だけが規定する」限界しかないのにたいし，流通所得の「可能な上限は

国民所得によって規定される」こといfumda，S. 30-31)に求められる。もちろ

ん Krug も， 文化の進歩とともに， また「生産的階級Jが得る真の所得の剰

余に上る「不生産的階級」の増大とともに，流通所得の額が高まることを認め

るが，しかし，流通所得が限界をこえるときは一一外国貿易を捨象すると一一一

まず産業階級の貧困を，そしてそれが政府の人為的操作を介して，生産的階級

の貧困をまねくと考えた (eb四 da，S. 31-33)12)0 

但しここで注目しなければならないのは. Krugのいう「産業によ 9 て他の

諸国民の所得から手に入れる部分」についてである。 Krugによれば，加士業

や商業は園内取引では流通所得を生むにすぎないが，それが輸出にかかわるば

あいは， その資本利子と労賃は外国の〔真の〉国民所得にたいする「指図証

券」となり，それだけ国民所得を増やすとみなす。もちろん，その際，加工品

の輸入による支払い部分が相殺されねばならないが，プロイセンでは加工品輸

入は制限され，ほとんど密輸入であるため計上が困難だとして，実際には受取

り側だけの推計を試みている。 Krugがあえて輸出産業白利益を計上したのは，

明らかに，国民所得の中での ζ の部分の栢対的低位士実証し，重商主義政策に

たいする批判を用意するためであった。

ところで Krugが無規定に「国民所得」と呼ぶのは実は「総収益」である。

「土地の総所得〔総収益と同義〕は播種主役畜の飼料に費したものを控除した

のちの，土地から得られた使用可能なすべての財貨の総計である。これにたい

しー土地の純収益は再生産に必要な費用のすべての控除ののちに残る財貨の合

12) Krugは， r考察」にたし、する批判をふまえτ， r試論」で園長~F，対存概念およUそり計算方式

に再検討を加えた。しかし，フイシオクラー卜と反フイジオクラー卜との対抗としてとらえた生
産および所得概意の検討も，理論的には新しい展開はみられない.ただ，彼は農業の生産性が発
展すれば疏泊所得払外国貿易を捨象した場合でも，真由所得を超えうるという可能性をみと
め，そのばあい国民所得の計算方式に再検討。余地があることを示唆している.r試論JS， 61ft， 
この試論の議論において， Krugは， Smith <D r諸国民の富J0;仏訳における Garnierの序文

および第5巻の注に依拠しているようである。
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計であるJ(品開da，1. S. 288 f.)。しかして， l再生産に必要な資本と年経費」

である「総所得の第 1の部分」は可処分ではなく，国家がそれをある他の目的

に向けようとする場合は l全体の再生産，したがって国民所得は減少するで

あろう J(品四da，S. 232)。 この部分として計算されねばならないのは I土地

の耕作に従事する人間の維持〈費)，耕作用の役畜の維持(費)，必須の農業用

建物および耕作に使われる道具の維持〔費)， 最後に， 建物，役畜および道具

の購入および維持のために使用さるべき資本の維持〔費〉ないし利払い(下町一

zinsung)J (ebenda， S. 229)である。

これにたいし I純収益」は，国家と国民にとっての可処分の所得であり，

国家と国民の富と力の指標であると考えられた。 Krugはその理由として，社

会が，外的および内的安全のために高価な施設と大量の人聞を必要とすること

をあげている。たとえば，青年と国民の精神的および道徳的教養に要する施設

と人間，国家行政および政府施設が必要とする人員と経費がそれである。

上に説明した国民所得および純収益とともに坦 Krugは他方で， I困民資本」

(Nationalka pitaわないし「国民資産J(NationalvermogeJけという λ トックの大き

さとその分配主計算しようとした。 I各国民がもっところの充分かつ快適な生

計士得る手段と力」という福祉の基本的な規定からすれば，彼がこれにかなり

の比重をおL、たことは不思議ではない。

ところで，ここでも彼は I国民的利子ないし真の利子をもたらす資本Jと

「どんな利子も生まない資本」および「その利子が流通所得に属L.，それ故流

通利子主よばれる資本」とを区別する。前者は，結局のところ「純収拾をもた

らす土地と用益 (Nutzung)の資本価値J(eoenda， S. 278)である。 これにたい

して「すべての公的，私的な建造物，すべての現存家畜，農耕具およびすべて

の種類の家具は真の利子をもたらす資本によって供給され維持されねばならね

ところの国民の死んだ資本に属しているJ(S. 280)。こうして Krugは経済的

福祉を「死んだ資本」のみによって判断すること， またとくにそれを富の原

因とみなすことを批判しながらも， この二種の「資本」の額を「国民資産]
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(NatioU3.lvermogen) として合算し， ζの指標が特定の地方の裕福さの一つの目

安であると認めると共に，資産の分配，その利周に注目すべきだとしている。

なお「国民資産」に関連して， Krugが人口発展の問題士取上げ，重商主義

的な人口増加政策および低賃金政策士批判し， 同じ観点から「人聞の資本価

値」の計算を否定しているく1.S. 309ff.) ことが fetty 中 King との関連を

考えるうえで注目される。

IV 

国民所得の推計方法についてみると， Krugが土地からの所得について，

二種類の推計方法をあげている点が注目される。第 1の推計法は 1年々の地

代を生じる全土地の真実価値の見積りと，国民資本としてのこの額から年々生

じる地代によって」計算する方法で，第2の方法は「園内で年々生産される使

用可能な全財貨り見積りによって」計算する方法であるいbenda，S. 33)0 KrllS 

は，第 1の方法が，既存資料では不確実であり，また正確な調査は当面不可能

であるとして，第2の方法を選ぶ13)。 ζの方法はもちろん，耕地の年収量宇家

畜数についての情報が存在し研究者にとって入手しうることを前提とするが，

彼は，この点にかんするかぎり，かなり信滋性をもっ統計的情報を利用しえた

と考えている(1.S. 34-35)。しかし彼にとってもプロイセンの若干の県につい

てはデータが得られ 9，1類推的な手続きをとらねばならなJ(S. 35)かった。

そのさい彼がとった基本的な類推法は，土地面積をベースにして，資料のある

県の総平均， また同種の生産条件にある県の平均値を適用する方法であった14)。

Krugの推計過程の一例として，耕地の所得計算についてみると，彼はまず，

県別に， 1803年前後の作物別年播種量，播種量当り収量倍率.作物別単簡のデ

13) 第1の方法はたとえば，地租の査定にあたっての土地の調査が考えられτいるとみてよい。こ
の点では， Pcttyの「国富計算」と「土地測量」論との関部が想屈されるであろう.

14) Krugはこのような「類推計算」苧「平均値による推算」を「統計的算術」とよび，国民所得苧
国富にかかわる「匝華経済的計算」の不可避の一手段とみなした。「考委持」序文， S. XIX-XXV， 

「試論」序文.S.IX 
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ータを~L，ついで作物別に，県別の年収量とその価値を計算1..-，他みァータ

のない県につい亡類似の条件をもっ県の面積当り収量および価値をもって推計

し， これを合計してプロイ七 Y全体の粗収量とその価値を求める。そして最後

に，彼はこの組収量およびその価値から，再び県別に播種の量および価値を控

除して，彼のいう国民所得〈総収益〉相当の価値額と数量を求めたu

ほぼ同様にして，牧草地及牧場の所得以下の項も推計きれる。鉱業の所得は

鉱山，冶金業の年次調査を基礎にLているが，冶金業による所得(流通所得〉の

除去に苦労している。

ワいで Krugは， 固にのべた輸出加工業の「外国からの所得」の計算のた

めに〉管区別工場表を掲げ，工業商品価値，その原材料価値，移出額，および

管区全商品輸出中の国内移出額，を基礎データとして，工業製品の国外崎出分

を推定し， ここから(原材料価値を除いた〕粗収益を算出した。 なお，輸出貿易

業については全く資料がえられず，便宜七これとほぼ同額が見積られた。

かくじて， Krugの計算した19世紀の初頭の「プロイセンの国民所得」は，

次のごとくであったく第 1表〉。

第1表 プロイセソ国家の年々の国民所得と京市計得
C千タ レル〕

剖l 門 |悶民所得〔総所得)I 車者 所 千号

1 耕作農業 126，643 5日，656

2 牧草地及牧場 84，340 19，652 

3 森 林 13，000 6，500 

4 閑芸，プドウ栽培等 16，463 2，782 

5 鉱 業 等 3，000 300 

6 漁 業 2，996 749 

7. j守 猟 業 1，997 665 

8 工場，手工業 6，333 

9 質 易 業 6，228 

総 額 261，000 82，942 

〈資料) L. Krug， I考察J.1. S. 2:24， S. 277のニコの表乞引用者が恒宜上まとめ
てー表とした巴
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Krugは，こうして得られた「国民所得」の額から，プロイセンの同じ時期

の人口数を約958万人とみなして 1人当り国民所得27)1，ターレノレを得る。

Krug もそこであらためて注意しているように，との 1人当り所得額は流通

所得を無視したものであるから i1人の人聞を生活のすべての需要において

維持するのに十分な」額を示すものではなし 「岳自ゐλ命生会牛愛治 C~ 7.，

財貨の量J(土地白生産物の素材的な量とその価額〕を示す。 したがって， これを

現実の国民の 1人当り消費支出と対応させることは困難であるが. Krugは，

仮に，この 1人当りの平均的に必要な素材的物資の価値を24ターレノレとみなし

た場合， 1人当り 3)1，ターレノレ，国民全体で31，135，000ターレノレの余剰が生じる

と述べ，これはたとえば「国民が，外国人にたいして毎年労賃，サービスおよ

び資本利子に支払うものに当てうる」という(1.S.227)。

国民所得(総収益〕の計算を基にして国民の「純収益」が計算されるく第 l表〉。

Krugは，先にあげた 9つの生産部門の国民所得にそれぞれ全国一率の1，l¥iJ反益

率を掛けて求めるという，非常に概算的な推計をおこなっている。たとえば，

耕作農業の純収益(公租を含む〉は平均して総収益田 5分の 2であると想定され

た。この怨定白根拠は明瞭に示されていないが，このようにして求めた純収益

を，推定耕地面積で割ることにより，耕地1モルゲン当りの平均純収益を求め，

これを各地方の小作契約および収益評価の記録と照合する(公租を考慮に入れて〕

ことによって，さらにまた， このよεノレゲY 当り純収益を，当時の平均利子率4

パ一七 Y トで資本還元して，耕地の平均資本価値を計算L，これを各地の地面

の資料と照合するこ主に上って，その妥当性をたしかめ，彼の純所得計算が決

して過大でなく，むしろ低目に見積られていると主張し℃いる(1.S. 101， S. 240)。

なお，産業階級の純収益については，彼はζれを総収益の約13パーセY トと

見積って1，638，000ターレノレと計上した回。

15) この純所得率は，産業従業者の1人当り平均所得を年52ターνルとみ，労働者自必要消費支出
や家賃宝出率引6タ レノじを超える剰余を純所ヲ品とみなして，計鐸されたものである.彼自身これ
らの数値に価値を認めておらず，将来の修正に期待している Ci<考察J1. S. 275-277). 
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Krugはこの純所得の

1~7 までの項目を 4 パ

ーセ γ トの利子率で資本

還元して，土地およびそ

の用益の資本価値を求め

た。その合計は， 約20

億ターレノレとなる(1.S 

278)。

この，真の国民資本，

事 115警鐘3号

第2表 プロイセン国家の全国民資産
(千ターレル〕

項 目 価 額

1 金と銀と現金 90，000 

2.建 物 722，000 

3.家 蓄 180，口00

4 道 具 等 361，000 

5 純収益をあげる土地と諸用益 2，032.600 

総 額 3，385，600 

(資料) Krug， a. a. 0.， L S..306 f 

すなわち土地の資本価値のほかに，既述のごとく「死んだ国民資本」を計上し，

この両者を加えて「国民資産」を算出する。 I死んだ国民資本」の項目は， (1) 

金， 銀および鋳貨， (2)建物， (3)家畜， (4)機械・器具， 在庫品等である国〈第

2表>，

V 

すでに白べたように， Krugは，国民の所得と富の考察にあたって，国民の

種々の身分と階級の状態，つまり福祉と富を明らかにしなければ無意味である

ことを強調したが，実際 Krugは I考察」のかなり大きな部分を，諸階級

の状態の記述にあて，二つの接近を試みている。

まず「考察」第4章で Krugは「国民所得と純収益の分配」を扱っている

が.そこで彼は， I土地からの真の所得にたいする，そして一部は純所得にた

いする分前を受けとる」人聞を部門分けL，それらが国民所得と純収益をいか

に取得するかを考察し，その最後に第3表のような試算を示した。ただしこの

16) 建造物の推計の出発点として使われたのは，火毘保j険機関白資料であり，動産の価値もそれと
の比率で見積られた (S.1. 289-306)。金銀および貨幣の評価は資料が明示されていない。なお
「試論」では， これらの「国民資産」の中で， I農業用インベントリJ (合役畜)， i農業用建
造物」が舟出されると共にz それぞれの資産項目について年維持費(含補填費〉が計上されてい
る。 r試論JS. 24f. 1I. S. 52f 
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試算について Krugは， r内容面での不完全さと欠陥を私自身もっともよく

知コているが，私のあらゆる材料をもってしてもいまそれを完全な形で提出し

えないJ(1. S. 393 f.) とことわっている。

第 3表 プロイセ γ 国家における国民所得の分配の概況

(千タレル〕

|純所得 真。所得の第 1部分 1 計*

1)国家ないし大コンミューン 33，000 33，000 

2)土地所有貴族 17，200 8，000 25，200 

3)小 作 人 4，000 40，日目。 44，口口O

4)都市の農場所有者 7，300 12，000 19，300 

5)第三身分ないし農民身院分、1 
6)教師身分 20，204 107，135 127，339 
7)聖職者，教団，修道

8)慈善固体と救貧施設

9)産業階級 1，238 10，923 12，161 

計 82，942 178，口58 261，0凹

(注〕 キは引用者が便宜上附加した欄である。
(資料) L. Krug，ι a. 0.， 1. S. 394 

この第3表で Krugが主として明らかにしようとしたのは純収益の分配で

あった。そのために彼は， (1)国家と大コンミューンの全歳入， (2) r封匡表」に

記載された貴族の農場の評価額から逆算された，農場とともに定住する貴族の

純収益の分け前， (3)王領土也および貴族農場の小{乍人。取得する純収益17)， (4)都

市のよ地所有者の純収益，倒産業階級の課税を控除した純収益を推計1.-，純収

益総額から上記をさしヲ|し、た残額を，学校，教会，慈善団体等と農民身分とに

帰する純収益として計上したのである。 Krugは農民身分に残きれる純収益を

分離Lえなかったが，農民は土地の純収益のほんの僅かな部分を受用する

17) Krugは， r小作人J(Pac1:tter)←ー王領・貴族領農場の富裕な Zeitpachterのこと 札

「純収益からも多少の額を車揮し 控等の資本に含めうる|のが実状であると言う (r考察J
1. S. 395)彼は， r誼等の私的利益は国民町全般的利益と非常にE確に 致するJ(ebenda，S. 460) 
とこの階紐に注目したが， r試論]の恒診伯守数値では， その数は自営の貴甚領主教とほぼ同じ

(94%)数に達している. r試論JS. 6および投出第4表参照。
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にすぎず，それはグ ツヘノレシャフトの領民にたし、する権利がもっとも拡大さ

れτいるところでもっとも低<，ー 彼らり土地をより自由に処分しうるほど

それだけ，より高〈なるJ(1. S. 391) とL，第 3 表の5)~自〉に一括計上された

純収益のうち「ほとんど半分も農民身分に帰すことはなかろう I(5. 396) と付

gC;してし、るo

純収益の分配とちがい「真の所得の第 1部分」の分配について Krugはそ

の分配計算についての詳細な説明を Lていない。彼は，当該所得部分は簡

単化のためにすべて土地所有者 (Besitzer) の勘定に計土されているJ(5. 397) 

とのべている〔表からも明らかなように，定期小作人と農民によって小作されている

土地の当該所得部分は，小作人と農民の勘定につけられている〕。 これは奉公人はも

ちろん i農村補助労働者J(打穀人，日傭労働者，農村手工業者〉の所得も， 土

地所有者の所得に計上されているということであれここでは，雇用関係によ

る分配の解明は， 流通所得とともに未解決のままに残されたのである。(なお

「試論」においては， 先に第3表として示したような形で i国民所得」の分配を追跡

する試みは見当たらな¥"'iI ~lペそれに代って，上記三階級別分布が，私的資産白規模別

分布と共に表掲され， またと〈に都市の統計について，職業および身分別白平均所得に

もとづく総所得田計算が導入されている。〕

Lかし KTUgは考察」の第5章において，あらためて， i経済的観点」

からする全国民の階級・階層区分を試み，それぞれの量(人数〕と質(経済的福

祉ないし富〕の考察をおこなっている。それは上記の分配計算を補う第 2の接近

であった。

Krugはまず，全国民を，生産的階級，産業的階級，および給与階級に三大

別する。 この分類はむしろ今日の産業部門分類に近い。 しかし ζれらの「階

18) i試論」ではむしろ土地所有主体1刊の生産所持D比較表が示されており，総収益瓦び純収益田
構成が問題とされるだけでなく，土地酉積当りの生産性が比較され，それがまた施肥の量や，
農業用イ γぺγ トリ D比較左照合されている Ci試論 IS. 17-29)， ζのような観点は「考察 lで
もないわけではなしたとえば，王領地の高い純所得生産性を基準にして，プロイセ γの土地白
純所得は2倍強にたかまりうること (LS. 354-5)， そしてそれは，産業が外国から暗得する所
得に代位しうるものであることが論じられている(11.S. 702)， 
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汲」は具体的にはさらにその社会的， 経済的地位に応じて諸階級(なレし階層〕

に細区分して考察されている19)0

もちろん Krugが「考察」の序文で強調しているように，諸階級の量的構

成とそれぞれの経済状態の統計的研究にとって，当時のプロイセンの統計はき

わめて不十分なものであった。 Krugが「考察」で利用した官庁資料は，貴族

についての封臣表 (Vasallentabelle)，農村の人口表，都市表， 手工業目録， 工

場表などの当時のプロイセンの官庁統計と租税台帳や断片的な行政記録であっ

たが， それらはしばしば比較的新しい領地(と〈に Ansbacnと B出回uth)の記

録を欠いただけでなく，記録のある諸県についても内容的に不統ーであり，し

かもとりわけ Krugにとっては経済的な観点からみた調査標識と分類の不備

が最大の問題であった。たとえば，上記の封臣表における貴族とその領地の統

計は，所領内に住んでいる貴族だけが示され，都市中他の所領に住む不在領主

は示されていないが. Krugからみれば，領主がど♀に住んているかは問題で

なく，むしろ貴族が自ら農場を経営し℃いるか小作化しているかの方がずっと

重要であると考えられた(考察. 1. S. 456)。同様に，当時の統計では，王領地

や貴族農場。定期小作人 (Pachter)と農場管理人との区分が出来ないが， 農業

発展の担い手たる「小作人」は，農場管理人とは全O)IJの性格をもち，これを

分離することが不可欠とみなされた (ebends，S. 4!19)。 さらにまた， 鼻民層に

ついていえば，なによりもまず，領主に属きない自由農地保有者，領主に賦役

義務をもたない農民農場保有者および賦役義務をもっそれの区分が一一王領，

貴族領Lそのf1jJι寺領等の区分のもとで一一一必要であるとともに，農民農場， コ

セーテン農場，ゲノレトナー農場およびピ z トナー農場の区分と比較が重要であ

ったa しかし当時の統計をもってしては領主・農民関係の実態を明らかにしえ

ないだけでなく， またヨセ テY以下の階層区分も県によってまちまちであ

19) この三階観の区分は「試論」でも踏襲された(第4表参照)が. r概要」では「土地所有者」
「資本所有者」および「骨働者」という=階級の医分が努場c.r給与階級」および政府そりも
申はそれには含まれない副次的なものとみなされている(，概要JS. 20~2J). 
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った。 Krugは，そこで保有面積による分類を提案しているが，そのさい役畜

をももうる1日モノレゲY以上の土地をもっf:・中層コセーテy農場とそれ以下の

農民層との区分を重視している (S. 473-479)。さらに. I考察 lでは産業階級

の章であっかわれる農村労働者 (Ein1ieger等〕の統計ふ当時の統計では全く

土地をもたないそれと零細な土地をもっ層 (Hausler)が様々に合計されている

ためより詳しい分類が必要だと指摘されている σl.S. 206)。

乙の様な統計資料の欠陥から I考察」では彼自身の分類基準による諸階層

の量的構成を十分に明らかにすることはできず，不完全な区分による既存の統

第 4表 プロイセンN県白階級構成(除家族)0 C%) 

I.生産的階級 69.531 7.土地のない労働者 7.551 m.給与惜級$ 6.10 

1 貴族土地所有者 0.511 イγ ストロイテ 1 1.勤労身分

a田直営しているもの 0.321 アイ γ リイガ一等 a目軍人 2.66 

b.小作に出しているもの 0.691札漁民 0.24 b.官吏(合教師，牧

2 自由農地保有者 0.781 9.牧羊人，牧人 1.36 師等〉 2.11 

3 農民農場保有者$ 39.00110.農業僕蝉 12.12 2 非勤労身分

150モルゲンを超える1.651n 産業陪級争 24.371 a 直接給与

30-150 11.081 1.手工業者，工場 イー上級聖職者 0.14 

10-30 14.251 従事者，技芸者 22.69 ロ.年金受領者等 0.13 

3~ 10 12.021 ( a .親方と業主 5.40 へ入院曹者，労働

4小作人命 。叫 ~jb 手工業職人

1000モノレゲンを超える 0.181 l c .徒弟

4.46 しない施設収容者 0.51

3.81 b 間接給与

50トlOC日 仏0912.商人 1.45 イ，貨弊資本家 0.03 

500以下 0.021 作業主

5管理人，補助者 O叩 I ~ jb 庖員

6. 3モルゲン以下の土地 l c. 'J、首

0.43 戸，コンミュー γ に

0.35 よる受給食民 0.53 

0.24 総計 1口0.00

もち農業労働者 6.681 3.文筆家，学者等 0.24 (258，391人〕

1) N県は恒設的な県であり，数値もそうである.本土Eび脚注20)蓄用。「階級構成」という表
題は Krugのものではない.

2) 詳しくは.，グルソトヘルのもとにあるが，完全な所有権をもっ農民農場の所有者J.ζD法

的関係はこの県について仮定されたもの。なお，土地所有規模区分は「考察」における Krug

の提案を参照して，単純化して掲げた。

3) Pacht目，その借地規模分類の表を恒宜二上世柿化して掲げた.
4) 詳しい職業区分は省略.
5) 詳細な区分ほ省略。
〔資料) r試論JS. 33-42のより詳細な分類D要点、を華者が担録したものである.
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計を，資料のない県についてり推算を加えた全国数の推定とともに示しえたに

すぎない。当然また彼は国民全体の階級構成を総合的に表示しえなかった(こ

れにたいL，後白「試論」では，一つの仮設的な県についての総合的な階級階層表が，モ

デルとして示きれている四回そこでり数値は当時の平均的な率を考慮しているとされてい

るので， Krugの原表の細部を省略L，数値を構成比に変えて第 4表として掲げており。

「考察Jにおける諸階層の規模とその経済状態についてのあまり整理されて

いない記述をここで詳論する余裕はないが Krugがそこで明らかにしている

ことは，まず当時のプロイセ Y における農村と都市の多数の諸階層の貧困であ

り，最低限の生活の維持のために日々の苛酷な労働に追われ，その子供が，あ

るいは病気になったさいにはその本人まで，しばしば国家と公共団体の負担に

なるような状況であったす。

Krugは，国家の手あつい工業保護助成が少数の工場主と大商人の富を産み

だすだけで，多数の「工場労働者」がきわめて低い賃金で長時間の労働におわ

れていること(1.S. 381， 11. S. 701-702)，生活必需品の部門での手工業者層が以

前にくらべて貧困化し， あちこちω地点都市で失業さえ生み出していること

(11. s. 1741.)を指摘している。そして，本来の生産的部門である農業部門はど

うかというじそ ζでは才ストフリ スラ γ ドのように農業が発展して農村労

働者の賃金も高いところがあり (11.S. 675)，また一部の小作人 (Pachter)や自

由農の富裕は知られている(1.S. 496， S. 459--460， S. 466)が， 自然条件ーからみ

て貧困でない県や地方においても多くの農民の耕作は低位にある(そのさい

Krugは，それが農民の無智と怠惰によるりではなし「社会的諸関係」と経済的貧困に

よることを強調する。1.S. 462正)。 しかも，たとえばブラ Yデンフツ~7'の一統計

記述が示すように都市における貧民の増加だけでなく，農村部においても 18世

紀後ドに農民やコセーテンが減少し借家人(Hi臼slinge)が急増している (11.S. 

20) Krugは統計局の設置以降蒐集した材料にもとづいて， r試論」を主とLて統計蒐集に従事す
る官吏の教科書として書いたが，彼は統計芋の最小限の理想を表現するために，それをブロイ七
ンのある県の数字の形で仮説的に示Lた.同時に彼はその普い彼の経験と信頼できる統計記述。
もとで見出される「比率と平均量」を基礎においたとも述べてかるく「試論」序文 S.I-V入
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161)が，これらの農村労働者の賃金も，多くの地方では彼らが健康であるかぎ

りで日々の生活を支えるに足るだけであって，彼の意見では，そのような低賃

金で.従僕や手労働者の不足について語る乙とは，人類にたいする冒漕である

(II. S. 217-218)0 Krugのいうところでは誤った人口増加政策とゲジ Y デく僕牌〉

の不足が生みだしたホイスラー(1乃至数モルゲンの零細土地所有者〕の増大も決

して福祉の増大の指標とは言えない (II.S. 162， S. 215-217)。他方，大土地所有

者である貴族はどうかというと， 貴族農場の販売価格は著しく上昇している

(I. S. 404) とはいえ， 他方ではこの階級の抵当負債がきわめて大きい(1.S 

4531.)状態にある。そして貴族の所得のかなりの部分は貨幣資本家の手に帰し

ている(I.S. 399)。

この様な当時のプロイセンの状況から Krugが導き出した結論は何であっ

たか。その第一は，農業の発展を軽視した重商主義的な輸出工業育成政策と人

口増加政策の誤りである。それは，一部の特権的工場主と商人の富のもとでの

極度り低賃金労働者り増大をもたらしただけでなく，関税制度中輸出制限によ

って農業の発展をおさえ，手工業者の福祉をも破かし、した (II.s. 661f1.)。しか

しながら，農業の発展にたいする障害は，工業保護政策だげにあったのではな

く，また土地利用〈耕作〕に犬こいする諸障害にあった。 それは，Krugによれ

ば， i封建制度 (Lehnsverfassung). 共同体規制 (Gemeinheitsverbindlichkcit)，政

府の命令その他」による制限と「土地所有者の資産および信用の不足」である

(I. S. 238)。

そのさい Krugが指摘しようとしていることは， その数から言って貨族領

主や小作人よりも国民の福祉にとってより重要な影響をもっところの農民階級

が，これらの規制と重い負担とによってその経営の改善をはばまれているとい

うことと同時に，大土地所有者〔貴族〕もまたその資本の不足によって土地を低

い利用のままに残していること，こうしてプロイセンにはきわめて多くの土地

改良， 利用の余地が残されているにもかかわらず， 土地所有と耕作の自由が

i 1固々の身分の臆測上の利益のためにJ(II. S. 702)制約されていることによっ
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て，土地への白由な投資が制限され，あるいはその魅力を失わせている (II.S 

674 f.)という乙とであった。土地の所有と耕作の自由が，信用制度目確立とと

もに彼のこり点での政策的な帰結といってよい。農村労働者やゲジ Y テの低賃

金についても，彼は，そのような農業経営の貧困さのもとで封建的な抑圧関係

およびそれを前提とした法的賃的規制が，この低賃金を固定化しているとみ，

自由な競争の必要が主張されている (II.S. 212-218)。

このように Krugの「考察」は 19世紀初頭のプロイセ Yの経済と諸階級

の状態を切らかlこすることによって，重商主義的な諸規制!と封建的諸関係にた

いする一定のプノレジョ 7的改革の必要を明らかにしようとしたものであったの

である。

VI 

以上にみたL.Krug の国民所得と国富にかかわる研究は，それがドイツに

おけるこの種のはじめての仕事であったということだけでなく，かなり体系的

な視点と野心的な試みを含んでいたといってよかろう。

すでにみたように Krugは明らかに重農主義的思考の線上でこの研究を試

みたのであるが， アィジ才クラートの経済理論上の貢献は別として，国民所得

にかかわるその実証的統計的な研究は. Mirabeauの Philosophieγuraleの中

の農業総収益の計算一ーその章は Quesney自身の執筆ともいわれる を

一つの出発点として21) その後輩命直前の絶望的な財政事情を改善する特殊

な提案と結びついて，い〈つかの国民所得推計を牛み.とくに1791年に「国民

議会」に提出された， 重農主義的概念規定にもとずく Lav凹副erの推計は，

データの上で， また方法上で，大きな前進をとげたといわれる冊。 Krugは，

21) P. Stud開 ski.The削 Cσmeof nations， part 1， New York 1961， p.61塩田太郎訳ケネー
「経済表」古典経済芋叢書，昭和31年，訳者序文，および72-96ベ ク参照巴

22) Lavois四については P.Studenski品id.，p. 68-7!iの詳しい耕介所みよ内なお，Ba抗日四時間
(ロ0.4.P四.)， Cmamucmtuca Hapoδ町田 60担 mc.問。，HapodHoW doκ'oda u 印 刷OJWAbHble

c四 mιMOCKBa1967， CTp. 27日B6ついでながら，B副 HIIITemlはK，""の圏宮計算出国宮の断片
を含むだけだとして，国富推計の歴史に含めなbべ.ma.u:JICe，町.p.29)が，この評価には疑問がある.
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Philos，σ.phie ruraleはも bろん， Lavoi!:ìÌ~r の業績をあるいは知っていたのか

も知れない。 ιれらの系譜的寿察や詳細な比較は今その余裕がないが Krug

の計算が18世粗末りフランヌにおける諸研究に触発されたもりであることはほ

ぼまちがいなかろうロとはいえ，国民所得の生産，分配，消費(支出〉と国富

の規模，構成および分限にかんする経済指標を，それなりの体系をもって推計

しようという彼の構想が当時の英仏の水準に照らLてもそう見お左りがするも

のではなかったということはL巾、うるであろう幻刷。 もちろん， 彼が最後まで

土地生産物だけを真の所得の源泉とみなす狭い見地にたち，工業生産を流通所

得と同一視したために，また総収益と純収益という範障に固執し，社会的総生

産と国民所得との正しい範時に到達しえなかったために，いくつかの興味ある

試みにもかかわらず，彼の表体系は農工問の生産的連関ひいては社会的再生産

の構造を適確にとらえるには明らかに不完全なものであった。

しかし Krugの国民所得および国民資産の統計的研究の最大の特色は，す

でに〈りかえしのべたように，それが，階級相互の，また社会全体と諸階級と

の関係を明らかにするという目標をもって試みられたことにある。 Krug も，

課税可能な所得を明らかにするという課題に無関心ではなかったが，当時のフ

ランスやイギリスのこの種の研究が主にそ乙に直接的な動機をもっており，そ

れ故に，むしろ総量としての国民所得ないし純収益に最大の関心がおかれたの

にたし、し Krugにあっては， どの階級ないし層が社会の富を支えているか，

そして，そこにおける富や貧困を生み出している社会的関係は何であるかを明

らかにすることが，ともあれ経済統計の基本的課題として設定された。その意

23) IS世紀末のイギリスにおいても， とくに税制改革をめくって再出国民所得推計が活綾化L，
1798年 Pitt申課税所得の措言，!-， 1799， 1800年の Beekeによるそれの修JE，1799年， 1802年
のBellIJ)同類。計算があらわれる"それらは所得税収の見積りのための 所得税トの所得匹拾
にもとづ〈分配所得の推計であるロ Studenski，ibid.， p. 43-51 

24) Studenskiは， ドイソの経済学者たちが19世紀初頭から国民所得について熱いこ論じながら，
そりほとんどがこのような推計の信頼性と実際的価値をうたがい，そのため， ドイツにおける国
民所得推計の開拍は19世紀後半になったとしている。しbし， KrugやDit!tt!rici(1848)の研究
をまったく見落しているのは解せない。 ibid.，p. 134-1~お
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味で，社会の階級・階層の構成を明らかにし，それを国民所得・国富研究と結

びつけることが不可欠であった。この階級ー階層の区分やその分析の視角は，

もちろん彼の理論的立場や絶対主義の政府官僚としての立場に上って制約され

てはいるが，少〈とも，国民所得や国宮の研究を諸階級の経済状態の分析と結

びつけ，閏力や同富の問題を，階級的な社会経済構造の問頴としてとらえなお

したところに， われわれは Krugの研究の積極的な意義をみとめたいと思う。

そしてそれは， プロイセンにおけるプノレジ豆ア的改革の必要性を意識した

Krugの問題意識によるものであった。

こうして Krugの「考察」や「試論」に示された統計学にたいする考えは，

基本的には国状学の考え方に立つものであったが，それが国民所得，国富の推

計と人口の階級区分との結合による社会の経済状態および階級構造の解明をそ

の中心課題にすえ，統計学の基礎を明確に経済理論に求めたとしづ意味で，こ

の時期のドイツ国状学の重要な展開を示すものであったといわなければならな

い。 Krugの「試論Jは. ~9世紀前半の国状学者 Zizius， Holzgethan， Fallati 

によって国状学の意味での「統計の理論」のための著作のーっとして 後二

者は経済的統計学という注をつけて-7開されているがおう WagnerやJohn

の統計学史的研究では統計学者としてり Krug の業績は無視されている。し

かし上記の内容からみて Krug の業績やその役割は. 19世紀初頭のドイツ統

計学の動向，と〈に新旧両学派の統計学論争や Luederの統計学批判を考える

うえで，さらに検討すべき問題を含んでいると思われる回。

同時に， Krugの統計学のもう一つの特色は，それがこの時期のプロイセン

25) J. Zizius， Theoretische Vorbereit:ung und Einleir.ung zur品a曲 tik.Wien u. Trie:;t 1810， 
S. 229; G. Holzgethan， Theo円eder Statistik. Wien 1829， S. 142 f.; J. Fallati， Einleit. 
附官 in.die Wissenscha.ft 占 rStatistik. Tubingen 1843， S. 192 f. u. 215 なお同時代にロ
シアで活動した C.HermannはKrugを高く評価している。拙稿.C. Th. Hermannの統計
忠想. r岡山大学経済学会雑誌」第3巻第3• 4号， 169ページ，注2D事照。

26) なお， 1806年のプロイヤゾ白敗北をきっかけkして ドイツにお什る「統計学論争Jが活溌化
したが， Krugもおそらくは Fグッチンゲン学派」から「表奴Jと批判されたl人であったと思
われる。この論与をめぐるドイツの状況については，松川七郎 A.F. Lued町の統計学批判に
ついて， r経済研究」第10巻第1号， 15-21ベ ジ参照。
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の官庁統計と直接的な結びつきをもっに至ったということである。それは「考

察」がプロイ七 '/IV官庁統計の利用のもとに書かれたという ζ とだけでなし

乙の「考察」が， プロイセン最初の畑有の統計局の設立のきっかけとなり，

1805年 v.Steinを長とする「商工業及消費税省」の下に設けられた最初の

「統計局」において Krug が指導的な局員と Lて任命きれ，統計局の最初の

プログラムが Krugの起草にもとづくものだったという ζ とである27l。ただし

この統計局はナポレオ γ の占領によって極め℃短命におわり，それが1810年に

Hoffmannのもとで再建されたとき Krug も引続き局員として採用されたと

はいえ， Krugのプログラムは基本的には棄てられ，また Krug自身の創造的

な活動の余地はほとんど認められなかったといわれる加。本稿は最初この点に

も立入る予定であったが，紙数の関係で他日に期したい。

じ自記〕 本稿執筆後， 大阪市大野村良樹氏の好意により， 注 4)に記した C.Die-

tericiの著作を見る機会をえた。本書は明らかに Krugの「考察」を出発点とした研

究であり， 序文で「考察」の内容と方法とに検討を加えている。他日この点にもふれ

たし、と考えている。

27) Zahn， Amtliche Statistik， Deutschland， Handworle坤uchdet 品'taatswissenschaj守的'.

4. Aufl; 1926. Bd. VIL S. 903; Zahnによれば， この統計局では「種々の部局りもとに提出
される統計表が統合され，国民的富とその変化が毎年できるだけ簡潔に完全に信頼性をもって表
示され』 とくに臣民の種々の階級が位置する福祉申段階を見るのに適わしいような全体にまとめ
られるべきであった。」統計局は「播種面積，人ロ数，種々回耕作種目の〈耕地，高林，帯保
有家畜， 吉正栗田〕収益価値， 加工の個陥(工場，マエファクチャ，造船，製錬所).商業の利益

生 含んだ主表」を作成し，また「消費税記量百結果による消費にかんする報告J r貿晶バラ

γスの状態H為替相場と手形割引率の変化，工業の諸蔀門の増減，生産的・不生産的資本の量」
「抵当負置と〈に土地金融機関のそれ」を調べ，さらに，年末には一つの歴史的概観剖乍成し，

同時にこのために各省での統計書式を樟査し，時味L-.統計表の統ーに配車すべきであった。
28) この間の経過については， Zahn， a. a. 0.， S. 903; Gunther， Geschicbte der deutschen 

Statistik， in: Die品'tatistikin Deutschland， 1911. Bd. 1， S. 53: lnama.Sternegg， Johann 
Gottfried Hermann， in; Allgemeine D四 tscheB町駅-aphie.Bd. XII， S. 60lf.; E. Engel， 

Zur G回 chichtcdcs Koniglichen Prcussischcn Stutistischcn Bu-rea.u， in: Zeitsch門iftd. 

K P. St. Bureau， 1. J ahrg. 1860， S. 6 ff など参照。


